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(57)【要約】
【課題】ビデオプロセッサに複数の周辺機器を接続する
際に、使用者にとって使い勝手のよい内視鏡システムを
提供する。
【解決手段】内視鏡から入力される撮像信号を処理する
ビデオプロセッサ３と、前記プロセッサ３に接続された
周辺機器の機種情報に基づいて、当該機種情報に係る周
辺機器を前記処理装置に対してインストールするモード
へ移行する制御部３１と、を具備する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　内視鏡から入力される撮像信号を処理する処理装置と、
　前記処理装置に設けられ、当該処理装置に接続可能とする周辺機器が接続される接続端
子と、
　前記接続端子に接続された前記周辺機器の機種情報を入力する入力部と、
　前記入力部からの入力された前記機種情報に基づいて、当該機種情報に係る周辺機器を
前記処理装置に対してインストールするモードへ移行するモード移行部と、
　を具備することを特徴とする内視鏡システム。
【請求項２】
　前記モード移行部は、前記インストールモードとして、前記機種情報に係る周辺機器と
前記処理装置との配線関係の情報を示した画像を生成する画像生成部を備えることを特徴
とする請求項１に記載の内視鏡システム。
【請求項３】
　前記機種情報に係る周辺機器と前記処理装置との配線関係の情報は、前記機種情報に係
る周辺機器と前記処理装置との接続関係を示す情報と、前記機種情報に係る周辺機器と前
記処理装置とを接続するための配線部材を示す情報を含むことを特徴とする請求項１に記
載の内視鏡システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、内視鏡システムに関し、特に、周辺機器を接続可能なビデオプロセッサを有
する内視鏡システムに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、内視鏡および当該内視鏡において撮像された撮像信号を処理するビデオプロセッ
サを備える内視鏡システムにおいて、種々の周辺機器、たとえばビデオプリンタまたは録
画機器（ＶＴＲ）等の周辺機器を接続可能とするビデオプロセッサを有するシステムが知
られている。
【０００３】
　ここで、当該ビデオプロセッサに上述の如き種々の周辺機器を接続する際には、使用者
は、接続するこれら周辺機器のインストール作業を要する。そして、このインストールを
行う際には、使用者は、その都度取扱説明者またはインストール用のマニュアルを参照し
てそれぞれの周辺機器とビデオプロセッサとの接続状態を確認する必要があった。
【０００４】
　一方、特開２００５－１４３５８２号公報（特許文献１）には、ビデオプロセッサに接
続されるモニタ画面に、接続される周辺機器の機種名候補をリストアップして表示し、そ
の表示された候補から使用する機器を選択し、選択された機種名に応じた所定の設定値を
自動的に設定する内視鏡システムが示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００５－１４３５８２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　前記特開２００５－１４３５８２号公報（特許文献１）に記載の内視鏡システムは、使
用者がモニタ表示画面に表示された候補から使用する機器を選択するようになっているが
、複数の周辺機器をインストールする際、これら各周辺機器とビデオプロセッサとをどの
配線部材で接続するかについては、やはり手間取ることとなっていた。
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【０００７】
　また、複数の周辺機器をインストールする際、通常、前記取扱説明書にはこれら各周辺
機器とビデオプロセッサとの個別の接続方法については記載されるものの、複数の周辺機
器を一括して接続する場合には配線方法がわかりづらいものとなっていた。
【０００８】
　特に、これら各周辺機器とビデオプロセッサとを具体的にどの配線部材を用いて接続す
るかについては記載されていない場合があり、配線に手間取ることとなっていた。特に、
実際にビデオプロセッサ等が設置される現場においては、当該内視鏡システムが設置され
る施設に係る時間的な制約により、短時間でこれら周辺機器との接続を完了させなければ
ならないことも多く、なおのこと要領よくかつ的確に配線等の接続作業が行えるシステム
が所望されていた。
【０００９】
　本発明は上述した事情に鑑みてなされたものであり、ビデオプロセッサに複数の周辺機
器を接続する際に、使用者にとって使い勝手のよい内視鏡システムを提供することを目的
とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明の一態様の内視鏡システムは、内視鏡から入力される撮像信号を処理する処理装
置と、前記処理装置に設けられ、当該処理装置に接続可能とする周辺機器が接続される接
続端子と、前記接続端子に接続された前記周辺機器の機種情報を入力する入力部と、前記
入力部からの入力された前記機種情報に基づいて、当該機種情報に係る周辺機器を前記処
理装置に対してインストールするモードへ移行するモード移行部と、を具備する。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明の内視鏡システムによれば、ビデオプロセッサに複数の周辺機器を接続する際に
、使用者にとって使い勝手のよい内視鏡システムを提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】図１は、本発明の第１の実施形態の内視鏡システムの構成を示した図である。
【図２】図２は、第１の実施形態の内視鏡システムにおけるモニタの一表示例を示した図
であって、インストールメニュー画像の表示例を示した図である。
【図３】図３は、第１の実施形態の内視鏡システムにおけるモニタの一表示例を示した図
であって、ビデオプロセッサと各周辺機器との配線関係画像の表示例を示した図である。
【図４】図４は、本発明の第２の実施形態の内視鏡システムにおけるモニタの一表示例を
示した図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　以下、図面を参照して本発明の実施形態を説明する。　
（第１の実施形態）
　図１を用いて第１の実施形態の内視鏡システムの構成について説明する。図１は、本発
明の第１の実施形態の内視鏡システムの構成を示す図である。
【００１４】
　図１に示すように本発明の第１の実施形態の内視鏡システム１は、撮像素子２５を有す
内視鏡２と、内視鏡２が着脱自在に接続され、所定の信号処理を行うビデオプロセッサ３
と、内視鏡２が着脱自在に接続され、内視鏡２に対して照明光を供給する光源装置４と、
ビデオプロセッサ３により生成された画像信号を内視鏡画像として表示する表示装置とし
てのモニタ５と、を備える。
【００１５】
　内視鏡２は、体腔内に挿入される細長の挿入部６と、この挿入部６の後端に設けられた
操作部７と、この操作部７から延出されたユニバーサルコード８とを有する。ユニバーサ
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ルコード８は、その基端付近または途中でライトガイドコード９と、信号コード（信号ケ
ーブル）１０に分岐する。
【００１６】
　ライトガイドコード９の端部の光源用コネクタ１１は、光源装置４に着脱自在に接続さ
れ、信号コード１０の端部の信号用コネクタ１２は、ビデオプロセッサ３に着脱自在に接
続される。
【００１７】
　また、この信号用コネクタ１２には、内視鏡２ごとの個別の情報を記憶する記憶部であ
るＩＤメモリ２０が配設されている。
【００１８】
　挿入部６、操作部７およびユニバーサルコード８内には照明光を伝送するライトガイド
１３が挿通されている。そして、光源用コネクタ１１を光源装置４に接続することにより
、光源装置４からの照明光をライトガイド１３により伝送し、挿入部６の先端部１４に設
けられた照明窓に取り付けられたライトガイド先端面１３ａから、伝送した照明光を出射
する。
【００１９】
　先端部１４には照明窓に隣接して観察窓（撮像窓）が設けられ、観察窓には照明された
患部等の被写体の光学像を入光する対物レンズ２１が配設されている。また、前記対物レ
ンズ２１の後方には所定の対物光学系２３が配設され、この対物光学系２３を経て前記対
物レンズ２１の結像位置には撮像素子２５が配設されている。
【００２０】
　撮像素子２５は、たとえばＣＣＤイメージセンサにより構成され、挿入部６およびユニ
バーサルコード８内に挿通されたケーブルを経たのち信号用コネクタ１２を介してビデオ
プロセッサ３に接続される。
【００２１】
　前記ビデオプロセッサ３は、各種回路の制御を行う制御部３１と、撮像素子等の動作に
必要な複数の電源電圧の電源を発生する図示しない電源回路と、撮像素子から出力される
撮像信号に対する所定の信号処理を行う信号処理回路（画像処理部３２および前処理部３
３等）と、内視鏡２における前記撮像素子２５の駆動するＣＣＤ駆動回路３４と、前記画
像処理部３２に接続され、当該画像処理部３２からの出力された画像信号と所定の画像と
を合成してモニタ５に向けて出力する画像合成部３５と、制御部３１の制御下に当該ビデ
オプロセッサ３に接続される各種周辺機器に係る所定の情報を記憶する記憶部３６と、当
該ビデオプロセッサ３に接続されるキーボード５５を制御するためのキーボード制御部３
７と、当該ビデオプロセッサ３における各種操作を行うためのスイッチ等が配設されたフ
ロントパネル３８と、を備える。
【００２２】
　制御部３１は、上述したようにビデオプロセッサ３内における各種回路を制御するとと
もに、内視鏡２が当該ビデオプロセッサ３に接続された際、信号用コネクタ１２における
前記ＩＤメモリ２０に記憶された当該内視鏡２個別の情報を入手するようになっている。
【００２３】
　前処理部３３は、撮像素子２５からの撮像信号を入力して所定の前信号処理を施すもの
であり、公知の信号増幅部、プロセス回路、Ａ／Ｄコンバータ、ホワイトバランス回路等
により構成され、制御部３１により制御される。
【００２４】
　画像処理部３２は、制御部３１の制御下に、前処理部３３からの出力信号に対して所定
の画像処理を施し、モニタ５に表示するための画像信号として出力するようになっている
。
【００２５】
　またビデオプロセッサ３は、制御部３１の制御下に、当該ビデオプロセッサ３に接続可
能な所定の周辺機器５１～５３の制御を行うとともに、接続されたこれら周辺機器のＩＤ
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情報（識別情報）を入手する周辺機器制御部４１、４２、４３と、制御部３１の制御下に
、当該ビデオプロセッサ３に接続可能な所定のネットワーク機器５４の制御を行うととも
に、接続された当該ネットワーク機器５４のＩＤ情報（識別情報）を入手するネットワー
ク制御部４４と、を備える。
【００２６】
　なお、ビデオプロセッサ３は、前記周辺機器５１～５３を接続するための接続端子４１
ａ、４２ａ、４３ａを備えており、これら接続端子４１ａ、４２ａ、４３ａはそれぞれ前
記周辺機器制御部４１、４２、４３の入出力端子として機能するようになっている。
【００２７】
　同様に、ビデオプロセッサ３は、前記ネットワーク機器５４を接続するための接続端子
４４ａを備えており、この接続端子４４ａは前記ネットワーク制御部４４の入出力端子と
して機能するようになっている。
【００２８】
　ここで本実施形態においては、周辺機器５１～５３としては、例えば、周辺機器５１は
ＶＴＲ（Video Tape Recorder）、周辺機器５２はプリンタ、周辺機器５３は磁気カード
リーダーをそれぞれ想定する。
【００２９】
　なお、上述したように本実施形態においては周辺機器として上記３種類を想定したが、
周辺機器としてはこれに限らず、ビデオプロセッサ３に接続され得るその他の機器であっ
てもよい。さらに、本実施形態においては、周辺機器制御部および接続端子は３つ設ける
としたが、これに限らず、いずれも１以上複数個を設けるものであってよい。
【００３０】
　図１に戻って記憶部３６は、ビデオプロセッサ３における前記接続端子４１ａ、４２ａ
、４３ａに接続され得る複数の周辺機器の種別情報を格納するとともに、当該周辺機器を
インストールする際に必要な配線関係の情報、例えば、配線すべき接続先機器に係る情報
および配線部材に係る情報を、接続され得る周辺機器毎に格納している。
【００３１】
　そして、記憶部３６に格納されている前記情報は、制御部３１によって読みだされるよ
うになっている。
【００３２】
　また、画像合成部３５は、制御部３１の制御下に、前記周辺機器をインストールする際
に必要なインストールメニューに係る画像（以下、インストールメニュー画像と記す）お
よび配線関係に係る画像（以下、配線関係画像と記す）を生成する機能を有し、当該イン
ストールメニュー画像または配線関係画像に係る画像信号をモニタ５に向けて出力するよ
うになっている。
【００３３】
＜インストールメニュー画像の表示＞
　ビデオプロセッサ３に所定の周辺機器をインストールする場合において、制御部３１は
、使用者によるキーボード５５等からの指示により、画像合成部３５を制御してインスト
ールメニュー画像を生成させる。
【００３４】
　このとき画像合成部３５は、制御部３１の制御下に、まずインストールモードであるこ
とを掲示する一方で、ビデオプロセッサ３、光源装置４、モニタ５等の機種名が一覧化さ
れたインストールメニュー画像を生成し、モニタ５に出力する。
【００３５】
　図２は、第１の実施形態の内視鏡システムにおけるモニタの一表示例を示した図であっ
て、インストールメニュー画像の表示例を示した図である。
【００３６】
　今、図２に示すように、ビデオプロセッサ３に接続され得る周辺機器として、例えばプ
リンタ５２として“ＰＲＴ－１”および“ＰＲＴ－２”の２機種、ＶＴＲとして“ＶＴＲ
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－１” および“ＶＴＲ－２”の２機種が候補として表示されているとする。
【００３７】
　さらに本実施形態においては、モニタ５のインストールメニューには、前記一覧と共に
、“決定”ボタンおよび“取り消し”ボタンが表示されるようになっている。
【００３８】
＜配線関係画像の表示＞
　そして、使用者がビデオプロセッサ３に接続したいと欲する周辺機器が、例えばプリン
タ５２およびＶＴＲ５１であって、それぞれ“ＰＲＴ－１”，“ＶＴＲ－１”という機種
名の機器である場合、モニタ５に表示された当該インストールメニュー画像を見ながら、
キーボード５５等を用いて前記一覧からプリンタ“ＰＲＴ－１” およびＶＴＲ“ＶＴＲ
－１”を選択し、“決定”ボタンを押下する。
【００３９】
　すると制御部３１は、記憶部３６に格納した、当該ビデオプロセッサ３に接続され得る
周辺機器の配線関係の情報、例えば、配線すべき接続先機器に係る情報および配線部材に
係る情報等を読み出す。
【００４０】
　具体的には、上述したようにビデオプロセッサ３に接続され得る周辺機器として、プリ
ンタ５２として“ＰＲＴ－１”が、また、ＶＴＲ５１とし“ＶＴＲ－１”が選択されてい
るので、制御部３１は、これら機種に対応した配線関係の情報を記憶部３６から読みだす
。
【００４１】
　そして、制御部３１は、当該配線関係の情報に応じた配線関係画像を生成し、モニタ５
に出力するよう前記画像合成部３５を制御する。
【００４２】
　図３は、第１の実施形態の内視鏡システムにおけるモニタの一表示例を示した図であっ
て、ビデオプロセッサと各周辺機器との配線関係画像の表示例を示した図である。
【００４３】
　図３に示すように、画像合成部３５は制御部３１の制御下に、プリンタ５２およびＶＴ
Ｒ５１を配線すべき接続先機器の配線例を示すと共に、配線部材に係る情報を示した画像
を生成する。
【００４４】
　具体的に画像合成部３５は、例えば、プリンタ５２とビデオプロセッサ３とは、ケーブ
ル“ＣＡＢ－４”を用い、一方、ＶＴＲ５１とビデオプロセッサ３とは、ケーブル“ＣＡ
Ｂ－３”を用いる点を掲示した画像を生成して、モニタ５に向けて出力する。
【００４５】
　使用者は、このモニタ５に表示された配線関係の情報を参照して、それぞれの周辺機器
とビデオプロセッサ３等とを接続することができる。
【００４６】
　以上説明したように、本第１の実施形態の内視鏡システムによると、ビデオプロセッサ
に周辺機器を接続する際に、インストールしようとする周辺機器の機種に応じて、接続先
への配線例および使用する配線部材を確実に知ることができ、これにより、的確な配線作
業を行うことができる。
【００４７】
（第２の実施形態）
　次に、本発明の第２の実施形態について説明する。
【００４８】
　従来、内視鏡および当該内視鏡において撮像された撮像信号を処理するビデオプロセッ
サを備える内視鏡システムにおいて、当該内視鏡システムを病院等に設置する際には、以
下の課題を有していた。
【００４９】
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　すなわち、上述したビデオプロセッサに種々の周辺機器、たとえばビデオプリンタまた
は録画機器（ＶＴＲ）等の周辺機器を接続する際においては、実際に当該ビデオプロセッ
サに内視鏡を接続した上でこれら周辺機器の動作確認を行うことが求められる場面がある
。
【００５０】
　たとえば、周辺機器としてプリンタをビデオプロセッサに接続する場合、予めビデオプ
ロセッサに接続された内視鏡からの撮像信号を、実際に当該プリンタから印刷することに
より動作テストの確認を行う場合等が想定される。
【００５１】
　しかしながら、周辺機器の動作確認のためにその都度、内視鏡をビデオプロセッサに接
続することは手間であり、また、実際の現場においては内視鏡自体を用意することが叶わ
ない状況も想定される。
【００５２】
　この場合、ビデオプロセッサに接続した各周辺機器が正しく接続され、かつ、正確に動
作するか否かの確認を事前にすることが困難となる虞があった。
【００５３】
　本発明の第２の実施形態の内視鏡システムは上述した事情に鑑みてなされたものであり
、ビデオプロセッサに複数の周辺機器を接続する際に、予め内視鏡をビデオプロセッサに
接続することなく、接続された周辺機器の動作テストを行うことができる内視鏡システム
を提供することを目的とする。
【００５４】
　本第２の実施形態の内視鏡システムは、その基本的な構成は図１に示す第１の実施形態
と同様であり、画像合成部３５において生成するガイド画像のみを異にするものであるの
で、その他の構成についてはここでの詳しい説明は省略する。
【００５５】
　本第２の実施形態において前記画像合成部３５は、まず、第１の実施形態と同様に、制
御部３１の制御下に、前記周辺機器をインストールする際に必要なインストールメニュー
に係る画像（インストールメニュー画像）および配線関係に係る画像（配線関係画像）を
生成する機能を有し、当該インストールメニュー画像または配線関係画像に係る画像信号
をモニタ５に向けて出力するようになっている。
【００５６】
　さらに本第２の実施形態において画像合成部３５は、前記インストールメニュー画像等
に加えて、接続された前記周辺機器の動作テストの補助をするためのガイド画像（動作テ
ストメニュー画像）を生成する機能を有し、当該動作テストメニュー画像に係る画像信号
をモニタ５に向けて出力するようになっている。
【００５７】
＜動作テストメニュー画像の表示＞
　ビデオプロセッサ３に所定の周辺機器をインストールしてさらに動作テストを行う場合
において、制御部３１は、使用者によるキーボード５５等からの指示により、画像合成部
３５を制御して動作テストメニュー画像を生成させる。
【００５８】
　このとき画像合成部３５は、制御部３１の制御下に、まず動作テストモードであること
を掲示する一方で、ビデオプロセッサ３、光源装置４、モニタ５等の機種名が一覧化され
た動作テストメニュー画像を生成し、モニタ５に出力する。
【００５９】
　図４は、第２の実施形態の内視鏡システムにおけるモニタの一表示例を示した図であっ
て、動作テストメニュー画像の表示例を示した図である。
【００６０】
　図４に示すように、モニタ５の動作テストメニューには、ビデオプロセッサ３に接続さ
れ得る周辺機器として、例えばプリンタ、ＶＴＲ等の周辺機器名が候補として一覧表示さ
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ようになっている。
【００６１】
　そして、使用者がビデオプロセッサ３に接続し、動作テストを行いたいと欲する周辺機
器が、例えばプリンタ５２である場合、モニタ５に表示された当該動作テストメニュー画
像を見ながら、キーボード５５等を用いて前記一覧からプリンタを選択し、“決定”ボタ
ンを押下する。
【００６２】
　すると制御部３１は、記憶部３６に予め格納したサンプル画像信号データ、すなわち、
当該ビデオプロセッサ３に接続される内視鏡２による疑似的な撮像画像に係るサンプル画
像信号データを当該記憶部３６から読み出す。そして、制御部３１は、読みだしたサンプ
ル画像信号を、周辺機器制御部４２を介してプリンタ５２に対して出力する。
【００６３】
　ここで、前記プリンタ５２がビデオプロセッサ３に正しく接続され、かつ、正確に動作
するのであれば、前記サンプル画像信号がプリントアウトされることとなり、使用者は当
該プリンタ５２に動作を確認することができる。
【００６４】
　以上説明したように、本第２の実施形態の内視鏡システムによると、ビデオプロセッサ
に周辺機器を接続する際に、ビデオプロセッサに予め内視鏡を接続することなく、接続さ
れた周辺機器の動作テストを行うことができる。
【００６５】
　本発明は、上述した実施形態に限定されるものではなく、本発明の要旨を変えない範囲
において、種々の変更、改変等が可能である。
【符号の説明】
【００６６】
１…内視鏡システム
２…内視鏡
３…ビデオプロセッサ
４…光源装置
５…モニタ
３１…制御部
３２…画像処理部
３５…画像合成部
３６…記憶部
５１…周辺機器（ＶＴＲ）
５２…周辺機器（プリンタ）
５３…周辺機器（磁気カードリーダ）
５４…ネットワーク機器
５５…キーボード
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